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国会　増税予算案　衆院を通過し参院へ
４月からの消費税大増税を大きな柱にした２０１４年度政府予算案が､自民､公明などの賛成多数で衆院本会議で可決され、参院に送付されました。１７年ぶりの消費税率の引き上げなどで国民に大きな負担を強いる一方、軍事費や大企業向けの大型公共事業などには大盤振る舞いの典型的な「逆立ち予算｣です｡国民の暮らしの実態をかえりみず大増税を実施すれば、国内消費をさらに冷え込ませ経済の土台を壊します。参院の徹底審議で抜本的に組み替えるべきです。　　　　　　ｐ財務省は全国各地で「社会保障と税の一体改革説明会」を開き、弁明におわれています。なぜ税率引き上げか、引き上げ分を何に使うのか、など国民の疑問に答えるとした企画です。こんな言い訳の説明会を毎日のように行わざる得ないところに、消費税大増税への国民の不安と怒りの深さが示されています。　　　　　　ｐ２０１４年度予算案で社会保障費の伸び率は、予算全体の伸びを下回りました。高齢化などによる自然増分すらまかなうことができなくなっています。その結果、年金、児童扶養手当、生活保護費などを２０１３年度に続き大幅にカットする方針が次々と盛り込まれました。歴代政権が導入を見送ってきた、７０～７４歳の医療費窓口負担の２割への段階的な引き上げも、高齢者の生活の現実を無視したやり方です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ高齢者やひとり親家庭、生活保護世帯などは、安倍内閣の経済政策「アベノミクス」などによる生活必需品の高騰で、すでに苦境に追い込まれています。そこに消費税増税の追い打ちをかけられたうえ、頼みの年金・手当まで削られては、暮らしは成り立ちません。診療報酬の実質マイナス改定は、地域医療を疲弊させ「医療崩壊」をもたらします。国民の所得を冷え込ませる消費税増税実行と、安心の土台である社会保障の解体加速を盛り込んだ予算案は、日本経済の深刻な悪循環の、新たな“引き金”を引くものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本共産党は消費税増税中止などを求める予算組み替え案を提出しました。　無謀な消費税大増税を中止し、働く人の賃上げ、中小企業の営業を守るなど国民の所得を増やすことを最優先にした経済政策に転じることが急がれます。　　　　ｐ日本共産党は「消費税、社会保障、雇用、基地、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）、原発、集団的自衛権、憲法などあらゆる問題で安倍政権の暴走と正面から対決し、対案を示すたたかいを参院でもおおいに強める」構えです。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
桑名市議会、今後の予定

３月　４日（火）５日（水）午前１０時  本会議（代表・議案質疑、委員会付託、
請願上程・補足説明、一般質問）
　６日（木）７日（金）１０日（月）　　午前１０時  　本会議（一般質問）
提出されている来年度予算や条例等の審議を行います。
１１日（火）１３日（木）　午前１０時　　総務政策、福祉安全常任委員会
　　１２日（水）１４日（金）  午前１０時　　教育経済、建設水道常任委員会
１７日（月）　　　午前１０時　新病院の整備等に関する特別委員会
２４日（月）　　　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
星野公平の一般質問内容（３月６日（木）の最終か）
１、市の都市計画について
（１）駅西土地区画整理事業について　　①　進行状況と予算の見通し
（２）都市計画道路蛎塚益生線について　①　未買収地の「土地収用」
（３）駅東開発について　　　　　　　　①　「第３期地域福祉計画（案）」に
「桑名駅の美化等を進め、市民が憩える場所にする」とあるが、その対応は
②　桑栄メイトはどうなるのか、市の考え方は　

２、市の福祉について
（１）「第３期地域福祉計画（案）」と「地域包括ケアシステム」について
①　地域での医療や介護と看取りについて　②　ボランティアとは
（２）生活保護について　　①　８月からの変化と「生活困窮者自立支援法」
（３）国民健康保険について　　　　　　①　基金を何処まで積み立てるのか
３、市の教育について
（１）「桑名市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書」について　　 ①　住民への説明責任をどう果たすのか
　　　②　非正規教員の正規化は
（２）国の教育委員会制度改革について　①　市教育委員会としての見解は
（３）教育委員会の公開性について　　　　　　
（４）二学期制見直しの検討結果は

４、市の環境について
（１）「桑名・員弁広域環境基本計画」について　　　　　　　　　　　　　
①　騒音規制について、条例化はできないか
後期高齢者医療の保険料値上げ　５６，４９７円に５.５％アップ
市議会初日の市長の議案説明の後に、議事進行を出して要望しました。　　　　　　　　　　
今日（２６日１３時３０分 より）、第１回三重県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、平成２６年度の一般会計予算案や条例の一部の改正案などが審議され決定される予定です。特に保険料を平均で５６，４９７円に２０１２年・２０１３年比２，９５８円（５．５％）アップする議案が出されているそうです。（均等割　３９，１２０円→４３，０５０円、所得割　７.５５％→８.３％）　　　ｐ連合議会の議員である特命の副市長と議長には意見を述べてもらいたいと思います。桑名市の後期高齢者医療制度に入っておられる７５歳以上の方は１５,４５３人だそうです。ほとんどの方が年金生活者であり、昨年末から、年金は１％減らされ、この４月からは消費税の８％への大増税とトリプルパンチです。保険料は有無を言わせず、８割の方が年金から特別徴収され、受け取る年金は更に減っていきます。これでは生活ができません。何処をきりつめよというのでしょうか。ｐ加入者には保険料の値上げが知らされておらず、意見を言う場や方法がありません。議員である特命の副市長・議長！！市民の声を是非議会に届けて下さい。以上要望いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　(議場での発言から)
確定申告会場の不都合について
桑名税務署の皆さん、市役所内での確定申告の業務、協力ご苦労様です。昨日(２月２４日）、障害者の方から会場について提案がありましたので、再度文書で桑名税務署、桑名市障害福祉課、税務課、(財産管理課)に確認させて頂きます。
1、 順番を待っている時の折りたたみのイスが長時間の待機は苦痛であり、楽にすわれるイス等を用意して下さい。
【追加】パソコンによる申請が立ったままです。去年は相談者のところは着席してやっていました。机を低くして、イスを用意して下さい。
2、 ５Ｆのトイレ（女性用）は１つは洋式に変えて頂いているが、和式の方で立ち上がる時に補助となる手すりの棒等をつけて欲しい。
3、 せっかく給湯器が用意されているが、時間中に湯が亡くなり、今日はこれで終わりと言われたそうです。常時飲めるようにして下さい。
以上、健常者には気づかない点もあります。早急にご配慮お願いします。
２月２２日＜市民公開シンポジウム＞ が開催されました。
－ 桑名市における「地域包括ケアシステム」の構築に向けて － 「住み慣れた地域で暮らし続けて人生の最期を迎えるために」というタイトルで、コーディネーターの桑名市特命の副市長田中謙一氏の話、まず、皆さんにお伝えしたいことが７つあると始まりました。７つは以下の通りです。
（１）「『地域包括ケアシステム』の構築は、社会保障費の削減のためのもの。」？
（２） 「『地域包括ケアシステム』の構築は、『公助』の後退。」？
（３） 「要介護から要支援へ、要支援から非該当へ変更されると、介護サービスを利用することができなくなるため、介護保険料が掛け捨てになってしまう。」？
（４） 「自宅で人生の最期を迎えることは、夢物語。」？
（５） 「認知症等の高齢者については、施設に入所しないで在宅で生活を継続すると、家族に迷惑を掛ける。」？
（６） 「『地域包括支援センター』は、元気なうちには、無関係。」？
（７） 「桑名市は、他の市町村と比較して立ち遅れている」？
さらに、 「桑名市地域包括ケアシステム」は、地域における様々な関係者が相互に連携して活動を展開するネットワークであり、 その構築は、「地方分権の試金石」と称された介護保険制度の創設に匹敵する困難な作業だ。 

そして、「桑名市地域包括ケアシステム」の構築に向けては、地域全体で意識を共有することが重要であり、桑名市における「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、「オール桑名」で一歩一歩着実に取り組みましょうと提案されました。
地域福祉計画（案）パブリックコメント発表

第３期桑名市地域福祉計画（案）に対してパブリックコメントがありましたが、出されたのは１人だけで、４７項目にわたっていました。桑名市はこれまでにも｢パブリックコメント｣を幾つか実施していますが、就学前の園の再編の時は多かったですが、その他では常に数例か酷い時には０件もありました。計画が解りづらく全体像がつかめない所に問題がありそうです。それと行政側が積極的に説明する機会をつくっておらず、詳細な説明の必要性を感じます。

真摯に応えているのは１０点位です。特に、「市民会議で取りまとめたものなので、市民会議を通じて具体化したいと考えます。」と言う回答はふざけています。詳細は桑名市のＨＰか星野公平のＨＰのダウンロードから見る事が出来ます。
　いずれにしても、以前にも述べさせていただいたように基本は、「地域包括ケアシステム」の推進とボランティアの活用で、公助を止めて共助を求めるものです。
【修正される主な点】

１、地域福祉計画の位置づけ及び「桑名市地域福祉計画」の経緯を参考資料に付記。
２、新潟中越沖地震の発生の年月「２００７年（平成１９年）７月１６日」を追記、何カ所かの誤りの修正、「市（指導課）」を「教育委員会（指導課）」に、「市（青少年サポートセンター）」を「教育委員会（青少年サポートセンター）」など訂正（市と教育委員会の区別化）。
３、アダプト・プログラムの解説を追加。
「アダプトプログラムは、市などが管理する道路、公園などの公共空間を、場所を決めて、市民、事業者の皆様のボランティアで、清掃・美化活動をしていただき、市はその活動の支援(清掃用具類の支給や貸与、ボランティア活動保険への加入など)を行う制度です。桑名市では、年々増えつづける道路、公園など公共の場所の散乱ごみ対策として、桑名市環境美化条例に基づき、桑名市アダプトプログラムを２００２年（平成１４年）７月からスタートしました。」
４、ボランティア活動ハンドブックの紹介を。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
桑名市ボランティア活動ハンドブックは、「ボランティア活動をしてみたいけど、何から始めたらいいんだろう」そんな人たちのために、活動のきっかけにしてもらおうとするものです。
５、自治会内でボランティア活動を習慣化するとは。地域ボランティアとは。
市民会議で取りまとめたものなので、市民会議を通じて具体化したいと考えます。 ご指摘のとおり、内容が分かるように訂正します。
Ｎｏ．２０５　　　　２０１４年　３月　６日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５

































































日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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